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令和５年第１回常総地方広域市町村圏事務組合議会定例会議事日程 

 

 

令和５年 ２月１６日 

開会 午後２時００分 

 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

 

日程第 ２ 会期の決定について 

 

日程第 ３ 管理者報告 

 

日程第 ４ 議案第１号 常総地方広域市町村圏事務組合個人情報保護法施行 

条例について 

 

日程第 ５ 議案第２号 令和４年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計 

補正予算（第６号）について 

 

日程第 ６ 議案第３号 令和５年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計 

予算について 
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議案第１号 

 

常総地方広域市町村圏事務組合個人情報保護法施行条例について 

 

常総地方広域市町村圏事務組合個人情報保護法施行条例を別紙のとおり制定す

る。 

 

令和５年２月１６日 提出 

 

                      常総地方広域市町村圏事務組合 

                       管 理 者  松 丸 修 久 
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常総地方広域市町村圏事務組合個人情報保護法施行条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」と

いう。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令

（平成15年政令第507号）で使用する用語の例による。 

（手数料等） 

第３条 法第89条第２項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、法の

定めるところにより保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付

に要する費用を負担しなければならない。 

（審査会への諮問） 

第４条 実施機関は、法第３章第３節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情

報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であ

ると認めるときは、常総地方広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例

（平成22年常総地方広域市町村圏事務組合条例第11号）第１条に規定する常総地方広域

市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で

定める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（常総地方広域市町村圏事務組合個人情報保護条例の廃止） 

第２条 常総地方広域市町村圏事務組合個人情報保護条例（平成22年常総地方広域市町村

圏事務組合条例第10号）は、廃止する。 

（経過措置） 

第３条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の常総地方広域市町村圏事務組合個

人情報保護条例（以下「旧条例」という。）第３条第２項、第11条第２項又は第26条第

３項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第２条第２号に規定する個人情報

（以下「旧個人情報」という。）の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使

用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。 

(1) この条例の施行の際現に旧条例第２条第１号に規定する実施機関（以下「旧実施

機関」という。）の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員で

あった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者 
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(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業

務に従事していた者 

(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事し

ていた者 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に旧条例第12条第１項若しくは第

２項（旧条例第18条第２項、第21条第２項及び第22条第２項において準用する場合を含

む。）、第18条第１項、第21条第１項又は第22条第１項の規定による請求がされた場合

における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止につい

ては、なお従前の例による。 

３ 施行日前に旧条例第24条の規定により審査会に諮問がされた場合における裁決につい

ては、なお従前の例による。 

（常総地方広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

第４条 常総地方広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を次の

ように改正する。 

第１条中「常総地方広域市町村圏事務組合個人情報保護条例（以下「個人情報保護条

例」という。）」を「個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」と

いう。）」に改める。 

第２条第１項中「及び個人情報保護条例第24条」を「、法第105条第３項の規定により

読み替えて準用する同条第１項及び常総地方広域市町村圏事務組合個人情報保護法施行条

例（令和５年常総地方広域市町村圏事務組合条例第  号）第４条」に改め、同条第２項を

削る。 
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提 案 理 由 

 

議案第１号  常総地方広域市町村圏事務組合個人情報保護法施行条例について 

 

個人情報の保護に関する法律が改正され、これまで地方自治体における個人情報保護制

度の根拠が各自治体の個人情報保護条例であったものが、法の適用を受けるものとなった

ことから、現行の個人情報保護条例を廃止し、改正法の補完のための法施行条例を制定す

るものです。 

施行条例においては、法律の規定に反しない限りで必要な規定を定めることができるこ

ととされおり、開示請求に係る手数料をこれまでどおり無料とし係る実費分のみを請求す

ること、個人情報の適正な取扱いを確保するための諮問機関を常総地方広域市町村圏事務

組合情報公開・個人情報保護審査会とすることを規定しております。 

なお、個人情報の取扱い、開示請求等の手続、審査請求の手続等の個人情報保護制度の

運用に関する規定については、個人情報保護法で定められたものが条例に優先して適用さ

れることから、現行の常総地方広域市町村圏事務組合個人情報保護条例を廃止するととも

に、関連する条例において規定の整備をするものです。 
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△
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△
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0
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0
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0
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0
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提 案 理 由 

 

議案第２号  令和４年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計補正予算（第６号）に

ついて 

 

 令和４年度一般会計補正予算（第６号）については、歳入歳出それぞれ１，９３９万

４千円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ７０億１，０５６万６千円とするものです。 

 歳入では、国庫支出金の土木費国庫補助金で社会資本整備総合交付金を増額し、組合債

の総務債及び消防債を減額するものです。 

 歳出では、総務費の地域交流センター費及び防災センター費、土木費、消防費で、設備

改修事業等の事業費確定による減額、また、総務費の地域交流センター費で井水ろ過設備

設置事業の設計内容見直しにより、工事を次年度実施としたことによる工事費の減額、土

木費の特定公園施設整備事業で、解体を予定していたレストハウスについて、リノベーシ

ョンを含めた再検討により、Ｐａｒｋ－ＰＦＩ事業者からの提案による事業実施とするた

め、解体工事費を減額し、特定公園施設整備に係る負担金を増額するものです。 

 さらに、土木費の特定公園施設整備に係る負担金で、既存レストハウスのリノベーショ

ンを含めた検討により年度内の完了が困難となったことから、繰越明許費を設定するもの

です。 
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提 案 理 由 

 

議案第３号  令和５年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計予算について 

 

令和５年度一般会計予算は、歳入歳出総額６８億１，２３８万５千円で、前年度と比較

して、１億５，６４４万３千円、２．４％の増額であります。 

歳入の主なものは、分担金及び負担金で歳入総額に対し８５．５％を占め、前年度と比

較し増額の主なものは、衛生費及び消防費の増額により分担金及び負担金が１．６％の増

加、繰越金が３６．７％の増加、組合債が消防本部・水海道消防署庁舎改修事業等による

１８．４％の増加であります。 

歳出では、歳出総額に対し衛生費が３４％、消防費が３９．９％を占めております。ま

た、前年度と比較して増額の主なものは、衛生費で、電気料金の値上がりにより５．３％

増加し、消防費で、消防本部・水海道消防署庁舎改修事業などにより３．８％の増加であ

ります。 

 

 


